
事前準備 ② 納税者本人のマイナンバーカード ① スマートフォン、タブレット端末又はパソコン 

サービスのメリット 

書面として何枚でも印刷してお使いいただけます！ 

紙で申告した方もPDFファイルを無料で取得できます！ 

 ※ 書面又はe-Taxにより提出した直近３年分が対象！ 

税務署の窓口に行く必要がなく、請求から受取まで非対面 

※ コンビニエンスストアーの印刷サービスをご利用の場合は別途手数料がかかります。 

e-Taxホームページからログイン 

「所得税申告書等情報の閲覧」 

を選択 

申告書等閲覧申請データを作成 

マイナンバーカードを読み込ん 

で電子署名を付与 

後日メッセージボックスに
データが格納され、ダウン
ロードできるようになりま
す。 

 

詳しい手続きは 

こちらから⇒ 

Q 

写し等（PDFファイル）を受取できます 

動画 申請方法 Q＆A 【北那覇税務署】  


